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１ 協定書の概要 

(1) 目的 

気仙沼市と株式会社七十七銀行が，気仙沼地域の持つ特色（自然・歴史・文化・風土）に

双方が持つ資源を取り入れて，相乗効果を発揮することで，地域経済の持続的発展に繋げる。 

 (2) 連携事業 

①気仙沼市総合計画の推進に関する事項 

②創業・新規事業創出の支援及び促進に関する事項 

③産業振興に関する支援及び促進に関する事項 

④企業立地の促進に関する事項 

⑤まちづくり事業の支援及び促進に関する事項 

⑥その他地方創生の推進に関する事項 

 (3) 締結日 

   令和２年１月２７日 

２ 協定書締結式 

(1) 日時 

令和２年１月２７日（月）午前１１時から 

 (2) 場所 

   気仙沼市役所本庁舎２階 応接室 

３ その他 

協定締結後の最初の取組として，1月３１日に行われる七十七銀行主催の「みやぎ広域ＰＰ

Ｐ広域プラットフォーム」に参加します。 

 

記者発表資料 

令和２年１月 22 日（水） 
震災復興・企画部震災復興・企画課 
（けせんぬま創生戦略室） 

担当：佐藤（内線 316） 

■ 株式会社七十七銀行様と「地方創生に向けた包括連携に関する協定書」を締結し

ます。 

■ 協定書の締結式を１月２７日（月）に行います。 

■ この協定によって，本市と七十七銀行の双方が持つ資源を効果的に活用しなが

ら，本市の地域課題解決と地域社会発展・活性化に向けて連携して取り組んでいき

ます。 

■ 今後，本市が抱える個々の課題について話し合う場を設け，具体的な取り組みを

協議していきます。 

－ 本市の発展に向けて連携して取り組んでいきます － 

七十七銀行との地方創生包括連携協定について 


